
 

旅
券
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 
旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
四
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
が
対
象
者
の
身
分
上
の
事
実
を
確
認
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
戸
籍
謄

 本
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
」
に

改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
十
八
歳
未
満
の
者

で
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
」
を
「
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
」
に
改

め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
す
る
者
」
の
下
に
「
（
十
八
歳
未
満
の
者
を
除
く
。
）
」
を
、
「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
条
第

 

一
項
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
中
「
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
十
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
」
に
改
め

 

る
。



第
二
十
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
当
該
各
号
に
」
を
「
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
処
分
に
要
す
る
費
用
の
総
額
を

国
に
納
付
す
る
こ
れ
ら
の
処
分
に
係
る
手
数
料
の
総
額
を
も
つ
て
賄
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
各
処
分
に
要
す
る
実
費
及
び
各

 

処
分
の
性
質
を
勘
案
し
て
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

一　

一
般
旅
券
の
発
給
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 

二　

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
一
般
旅
券
の
発
給

 

三　

残
存
有
効
期
間
同
一
旅
券
の
発
給

 

四　

一
般
旅
券
の
渡
航
先
の
追
加

 

五　

渡
航
書
の
発
給

第
二
十
条
第
二
項
中
「
に
は
」
の
下
に
「
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
加
え
、
「
当
該
各
号
に
」
を
「
同
項
の
政
令

で
」
に
、
「
四
千
円
を
加
え
た
」
を
「
二
を
乗
じ
て
得
た
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
各
号
に
」
を
「
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
政
令
で
」
に
、
「
）
に
」
を
「
）
に
前
項
の
」
に

 

改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に
」
を
「
同
項
の
政
令
で
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、



同
条
第
二
項
中
「
定
め
る
額
に
」
」
を
「
同
項
の
規
定
」
」
に
、
「
定
め
る
額
に
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
額
及
び
」
を
「
次

条
第
一
項
の
規
定
」
と
、
「
同
項
の
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
政
令
」
に
、
「
加
え
た
」
」
を
「
二
を
乗
じ
て
得
た
」
」

に
、
「
加
え
た
額
」
を
「
二
を
乗
じ
て
得
た
額
に
次
項
の
政
令
で
定
め
る
額
を
加
え
た
額
」
に
改
め
、
「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削

 

る
。

 

附　

則

 

（
施
行
期
日
）

 

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
一
般
旅
券
の
発
行
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
旅
券
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
さ
れ
る
旅
券
の
発
給
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
旅
券
の
発

 

給
の
申
請
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

（
手
数
料
の
納
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

新
法
第
二
十
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ



れ
る
新
法
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
処
分
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

前
の
旅
券
法
第
二
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
処
分
に
関
す
る
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

 

る
。

第
四
条　

新
法
第
二
十
条
第
二
項
（
新
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
さ
れ
た
発
給
の
申
請
に
基
づ
い
て
発
行
さ
れ
た
一
般
旅
券
が
旅
券
法
第
十
八
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
っ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
発
給
の
申
請
に
基
づ
い
て
発
行

さ
れ
た
一
般
旅
券
が
同
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お

 

従
前
の
例
に
よ
る
。

 

（
検
討
）

第
五
条　

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案

し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。



 

理　

由

旅
券
に
関
す
る
国
内
外
の
動
向
を
踏
ま
え
、
一
般
旅
券
の
発
給
等
の
申
請
に
係
る
国
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
に
つ
い

て
、
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
処
分
に
要
す
る
費
用
の
総
額
を
国
に
納
付
す
る
こ
れ
ら
の
処
分
に
係
る
手
数
料
の
総
額
を
も
っ
て

賄
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
各
処
分
に
要
す
る
実
費
及
び
各
処
分
の
性
質
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
発
行
さ
れ
た
一
般
旅
券
を
受
領
せ
ず
に
失
効
さ
せ
た
者
が
新
た
な
申
請
を
し
た
場
合
に
国
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
を

通
常
の
二
倍
の
額
と
す
る
ほ
か
、
有
効
期
間
五
年
の
一
般
旅
券
の
発
給
対
象
者
を
十
八
歳
未
満
の
者
の
み
と
し
、
十
八
歳
未
満

の
者
か
ら
の
残
存
有
効
期
間
同
一
旅
券
の
申
請
を
廃
止
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。


